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■お問い合わせ先　住民福祉課福祉係　℡（６２）１１１１（内線１３２）
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国民年金だより

たいへんお得な「付加保険料」
　国民年金保険料を納められた期間（厚生年金等の加入期間を
含む）と国民年金保険料の納付を免除された期間が25年（300ヵ
月）以上ある人につきましては、65歳から老齢基礎年金が支
給されます。年金額を少しでも多く受給されたい人は、国民年
金保険料とあわせ付加保険料（月額 400 円）を納付されると
老齢基礎年金に加え付加年金が加算され支給されることになり
ます。

付加年金の年金額＝ 200円×付加保険料を納付した月数

◎付加保険料の納付を希望される人は、住民福祉課福祉係に申
出書を提出してください。
◎国民年金基金に加入中の人は、付加保険料を納付できません。
◎納付期限（対象月の翌月末）を経過しての付加保険料は納付できません。
　　１月 24日（金）　　２月 28日（金）　※事前に予約が必要です


